
岐阜人権擁護委員協議会の皆様方に来ていただき，６年

生が人権について学びました。「人権とは誰もが生まれな

がらにもつもので，人が自分らしく生きるためにもつもの。

そして，全ての人がしあわせになるためにもつもの。日本国

憲法の第１１条でも人権について定められている」と聴き，

熱心にメモをとっていました。『誰一人取り残すことなく』の

ＳＤＧｓの理念に基づいて福祉について調べてきた６年生に

とって，とても大切な学びになりました。


